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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成28年9月29日(2016.9.29)

【公開番号】特開2015-79648(P2015-79648A)
【公開日】平成27年4月23日(2015.4.23)
【年通号数】公開・登録公報2015-027
【出願番号】特願2013-216107(P2013-216107)
【国際特許分類】
   Ｈ０５Ｂ  41/24     (2006.01)
   Ｇ０３Ｂ  21/14     (2006.01)
   Ｈ０２Ｍ   7/48     (2007.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０５Ｂ   41/24     　　　Ｐ
   Ｇ０３Ｂ   21/14     　　　Ａ
   Ｈ０２Ｍ    7/48     　　　Ｐ

【手続補正書】
【提出日】平成28年8月8日(2016.8.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放電ランプに接続された共振回路部と、
　直流電力を交流電力に変換し、前記共振回路部を介して前記交流電力を前記放電ランプ
に供給する電力変換部と、
　前記放電ランプが定常点灯状態に至るまでの点灯始動期間において、第１周波数と、前
記第１周波数とは異なる第２周波数と、を交互に有する前記交流電力を前記放電ランプに
供給する制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、前記第１周波数を、前記共振回路部の共振を起こさせる周波数よりも高
い周波数から、前記共振を起こさせる周波数に向けて減少する方向に段階的に変化させ、
　前記第２周波数は、前記共振を起こさせる周波数よりも高く、かつ、１００ｋＨｚ以上
であることを特徴とする放電ランプ点灯装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の放電ランプ点灯装置であって、
　前記第２周波数は、１４５ｋＨｚ以上である、放電ランプ点灯装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の放電ランプ点灯装置であって、
　前記第２周波数は、１７０ｋＨｚ以下である、放電ランプ点灯装置。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか一項に記載の放電ランプ点灯装置であって、
　前記第１周波数は、１００ｋＨｚ以上である、放電ランプ点灯装置。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一項に記載の放電ランプ点灯装置であって、
　前記第２周波数は、前記第１周波数よりも高い周波数である、放電ランプ点灯装置。
【請求項６】
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　請求項１から５のいずれか一項に記載の放電ランプ点灯装置であって、
　前記共振回路部の出力電圧を検出する電圧検出部をさらに備え、
　前記制御部は、前記点灯始動期間において前記第１周波数に対応する前記出力電圧が低
下した場合、現在設定されている第１周波数よりも高い周波数を、次回の前記放電ランプ
の点灯動作において前記第１周波数として最初に設定される周波数として記憶する、放電
ランプ点灯装置。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか一項に記載の放電ランプ点灯装置であって、
　前記放電ランプの点灯状態を検出する点灯検出部をさらに備え、
　前記制御部は、前記放電ランプの点灯が検出された場合、前記放電ランプの点灯開始か
ら所定時間が経過するまで前記点灯始動期間を継続させる、放電ランプ点灯装置。
【請求項８】
　直流電力を交流電力に変換し、共振回路部を介して前記交流電力を放電ランプに供給す
るステップと、
　前記放電ランプが定常点灯状態に至るまでの点灯始動期間において、第１周波数と、前
記第１周波数とは異なる第２周波数と、を交互に有する前記交流電力を前記放電ランプに
供給するステップと、
　を含み、
　前記第１周波数は、前記共振回路部の共振を起こさせる周波数よりも高い周波数から、
前記共振を起こさせる周波数に向けて減少する方向に段階的に変化し、
　前記第２周波数は、前記共振を起こさせる周波数よりも高く、かつ、１００ｋＨｚ以上
であることを特徴とする放電ランプ点灯方法。
【請求項９】
　放電ランプと、
　請求項１から７のいずれか一項に記載の放電ランプ点灯装置と、
　を備えたプロジェクター。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８０】
　ここで、上述のステップＳ１４において制御信号Ｓのクロック周波数が周波数ｆｃに設
定された場合に、上述のステップＳ１１において放電ランプ１０が点灯したと判定される
と（ステップＳ１１；ＹＥＳ）、制御部７６は、制御信号Ｓの周波数ｆｓを基本周波数ｆ
ｏに設定し（ステップＳ１５）、規定の動作時間を計測する（ステップＳ１６）。そして
、制御部７６は、規定の動作時間が経過したかどうかを判定する（ステップＳ１７）。も
し、規定の動作時間が経過しなければ（ステップＳ１７；ＮＯ）、この規定の動作時間が
経過するまで、ステップＳ１１～Ｓ１７を繰り返す。規定の動作時間が経過すると（ステ
ップＳ１７；ＹＥＳ）、制御部７６は、制御信号Ｓの周波数ｆｓとして電極加熱周波数ｆ
ｈを設定する（ステップＳ１８）。
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